広島ミクシス・ビル貸付に係る随意契約に移行の見積案内書
	第１　先着順による貸付（随意契約移行）


１　令和８年３月１６日に実施した広島ミクシス・ビル貸付に係る一般競争入札において、入札がなかったことから、次のとおり随意契約に移行することとし、先着順で予定価格（最低貸付価格：年額）以上の見積書を提出された方を落札候補者とします。その後、落札候補者の見積参加資格確認を確認のうえ、落札者として決定します。
　※先着順とは
　・見積書等受付期間内で最初に予定価格（最低貸付価格：年額）以上の見積書を提出された方を落札候補者とします。
　・見積書等受付期間中の午前９時の時点で、見積者が２人以上いるときは、見積合わせを行い、予定価格（最低貸付価格：年額）以上で最も高い見積書を提出された方を落札候補者とします。
	受付期間
	令和８年３月２４日（火）から同年３月３１日（火）

	見積書及び必要書類の提出先
	広島市経済観光局産業振興部中小企業支援課（広島市役所本庁舎５階）

〒７３０－８５８６　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　電話　０８２－５０４－２２３６
· 郵送、電話、ファックスによる提出はできません。

	予定価格
	今回の予定価格（最低貸付価格：年額）と同額

	見積資格
	 今回の入札参加資格と同じ資格が必要となります。

 今回の入札において、落札者となったにもかかわらず契約を締結しなかった者は、広島市の一般競争入札に３年間参加することができないため、当該物件への見積りはできません。

	必要書類等
	⑴　見積書

⑵　「見積参加資格確認申請の提出書類」（別冊）に記載の提出書類

	注意事項
	⑴　受付開始時間の午前９時に、又はそれ以降、受付場所に、同時に、物件に複数の方の申込みがあったときは、見積合わせを行います。

⑵　先着順のため、すでに貸付契約済みの場合がありますのでご了承ください。


	第２　貸付の概要


１　貸付の内容
　⑴　本件は、事務所（建築基準法施行規則別紙の用途区分）として広島市有財産の一部を一定期間貸し付けるものです。

　⑵　契約期間は契約締結の日から令和９年３月３１日まで、貸付期間は令和８年５月１日から令和９年　３月３１日まで。
２　貸付物件等

1 　貸付物件は、以下のとおりです。
	所在地
	貸付面積
	最低貸付価格（年額）

	広島市西区草津新町一丁目２１番３５号
広島ミクシス・ビル３階
	446.462㎡
	7,725,418円



[image: image1.emf]
2 　現地確認希望の方はＰ６の申請先に連絡してください。
	第２　見積参加者の資格


１　以下のいずれかに該当する方は、見積参加資格確認申請（見積参加申込み）を行うことができません。

（１）契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人及び法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者）及び破産者で復権を得ない者 

（２）広島市長との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後３年（広島市長が３年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間）を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者。
ア　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ　この号（このキを除く。）の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

（３）広島市税並びに消費税及び地方消費税のいずれかを滞納している者

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員
（５）広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公表が現に行われている者
（６）「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針（市民局市民安全推進課策定。平成２４年４月１日施行）」に定める暴力団密接関係者として広島県警察本部が認定した者
	第３　見積参加資格審査申請（見積参加申込み）に必要な書類


必要書類（「見積参加資格確認申請の提出書類」（別冊）をご確認ください。）
①見積参加資格確認申請書
②使用印鑑届（様式１）
③委任状（様式５）（契約権限等を代理人に委任する場合）

④履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本（法人が申請する場合）

⑤役員名簿（様式２）（法人が申請する場合）
⑥身分証明書及び誓約書（様式３）（個人が申請する場合）
⑦印鑑証明書
⑧広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（滞納がない旨の証明）
	第４　貸付契約上の条件


１　施設の使用形態

⑴　使用用途は、建築基準法施行規則別紙にある事務所として使用すること。

⑵　貸付けであり、建物の一部を賃貸する場合であっても借地借家法（平成３年法律第９０号）の適用はありません。

２　貸付期間

⑴　貸付期間は令和８年５月１日から令和９年３月３１日までとします。
⑵　貸付期間の更新を希望する場合は、市との協議により５年間を超えない範囲で更新できます。
３　貸付料等

1 貸付料は、見積もりにより決定した金額となります。

2 貸付期間を更新した場合において、固定資産評価替えにより貸付料算定額が、見積もりにより決定
した貸付料を上回ることがあれば、固定資産税評価替えによる貸付料算定額を貸付料とします。
3 電気、水道については、別紙「光熱水費の実費及び共益費の徴収について」をご参照ください。
４　貸付契約の内容
⑴　貸付契約の内容は、貸付契約書（案）とおりです。

⑵　必ず、貸付契約書（案）の内容をご確認の上、見積もりに参加してください。

５　その他
　⑴　施設は現在の状況で貸し付けを行いますので、落札者が必要な設備等を、本市が設置することはありません。
	第５　見積金額


１　落札決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格としますので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額（年額）を見積書に記載してください。

　
契約書に記載する貸付料

金○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。）
※○○○，○○○円は入札書に記載された金額
２　見積りの結果、広島市契約規則第１５条の規定に基づいて作成された予定価格（最低貸付料：年額）以上で最高の価格をもって有効な見積書を提出した者を落札者とします。
	第６　契約の締結


１　契約締結期限は、落札者と決定した日から５日以内の日です（５日には休日（土曜日・日曜日・祝日）を含みます。ただし最終日が広島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日が契約締結期限となります。）。
例
・落札決定日が月曜日の場合：５日後は土曜日のため契約締結期限は翌週の月曜日

２　落札者が契約締結期限までに貸付契約を締結しないときは、広島市契約規則第２条の規定に基づき、広島市の一般競争入札に３年間参加することができなくなります。
３　本契約書は、印紙税の課税対象外となるため、収入印紙は必要ありません。
４　貸付契約は、見積者（見積参加資格確認申請者）名義で行います。

	第７　契約保証金


１　貸付契約締結と同時に契約保証金を広島市発行の納付書により納付していただきます。ただし、広島市契約規則第３１条（契約保証金の免除）の規定により、次のいずれかに該当する場合には、契約保証金を免除します。
ア　貸付料の年額が１００万円未満である場合
　イ　契約保証金免除申請書（広島市のホームページからダウンロードできます。）を提出したとき。なお、契約保証金免除申請の承認には、契約を締結しようとする日から過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行している必要があります。
　　　なお、契約保証金免除申請の承認には、本市による審査が必要であり、契約締結日になって初めて契約保証金の免除を申請すると、本市において上記条件の確認ができない場合がありますので、必ず落札決定後のできるだけ早い時期に申請してください。
２　契約保証金は、貸付料年額(落札金額)の１００分の１０以上とします。
３　契約保証金は、貸付物件の返還後に還付します。ただし、未納の貸付料等がある場合は広島市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。

４　契約保証金には、利息を付しません。

５　契約保証金は、現金又は電子交換所に加盟する金融機関が振り出した自己あて小切手で、振出日から７日以内のものでなければなりません。

	第８　連帯保証人


１　次の資格を有する連帯保証人が必要です。
ア　市内又は安芸郡内の全町、江田島市、大竹市、呉市、東広島市、廿日市市（借受人及び連帯保証人が貸付けに係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書が作成される場合にあっては、日本国内）に住所（法人の場合は事務所）を有すること

イ　年額200万円以上の所得を有し、又は公簿価格100万円以上の固定資産を有すること

２　ただし、次のいずれかに該当する場合、連帯保証人を省略することができます。
ア　貸付期間に係る貸付料の全額を前納するとき

イ　借地借家法附則第６条の適用を受ける長期継続貸付契約の期間満了に伴い、当該期間を更新する場合において、過去の貸付期間中当該契約事項を誠実に履行しているとき

ウ　本市、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が工事を発注した場合において、これらの団体の申し出により当該工事の施工のために請負人に貸し付けるとき
	第９　貸付料の納付


貸付期間に係る貸付料は、原則月額納付とし、当月分を当月末日までに広島市発行の納入通知書により納付してください。ただし、当月末日（３月３１日を除く。）が土曜日又は日曜日に該当するときは、同条同項ただし書き及び民法第１４２条により、休み明けの最初の日（通常であれば月曜日。月曜日が祝日の場合は火曜日。）が納期限となります。
	第１０　仕様書等に関する質問


	必要書類関係
	〒７３０－８５８６　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部中小企業支援課　TEL０８２－５０４－２２３６

	受付期間
	令和８年３月２４日(火)～令和８年３月３１日(火)

午前９時から午後５時まで（広島市の休日を定める条例に定められた休日を除く）


※　見積参加資格確認申請の事業者数などの情報は、見積の競争性・公平性を保つため、一切お答えできません。

	第１１　見積り関係資料の掲載場所


この見積りに関係する資料等（見積り関係資料等）は、次のとおり、広島市のホームページに掲載しています。

	入札関係資料等
	掲載場所

	随意契約意向物件案内関係資料
○随意契約移行物件の見積案内書
○随意契約への移行について
見積関係資料
○見積書様式
○見積参加資格確認申請の提出書類
	広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和８年度案件（市長部局）」「【一般】広島ミクシス・ビルの貸付について」からダウンロードしてください。


契　　約　　書（案）
　貸付人　広島市（以下「甲」という。）と借受人　〇〇〇〇（以下「乙」という。）と連帯保証人　〇〇〇〇（以下「丙」という。）は、次の条項により貸付契約を締結する。
（信義誠実等の義務）
第１条　甲、乙及び丙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
２　乙は、貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなればならない。
（貸付物件）
第２条　貸付物件は、次のとおりとする。
	所在地
	種　類
	構　造
	数　量
	摘　要

	広島市西区草津新町一丁目２１番３５号
	建　物
	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺八階建
	446.462㎡
	3階事業室


（指定目的）
第３条　乙は、貸付物件を事務所として利用しなければならない。
（貸付期間）
第４条　貸付期間は、令和８年５月１日から令和９年３月３１日までとする。
（貸付料）
第５条　貸付料は次のとおりとする。
年額〇〇〇〇円
（貸付料の納付）
第６条　乙は、前条第１項に規定する貸付料を、別表貸付料納付区分表に従い、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
２　貸付物件を使用しない場合においても、既納の貸付料は返還しない。
（共益費）
第７条　乙は、貸付物件に付帯する電気、水道等の諸設備を使用する場合には、市の算定する額の使用料金を負担しなければならない。なお、具体的な算定方法については別紙のとおりとする。
（遅延利息）
第８条　乙は、第６条の規定に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日からこれを納付した日までの期間について年１４．６パーセントの割合により算定した額の遅延利息（１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）を甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年３６５日の日割計算とする。
（充当の順序）
第９条　乙が、貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び遅延利息の合計額に満たないときは、まず、遅延利息から充当する。
（物件の保全義務等）
第１０条　乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持管理しなければならない。
（権利譲渡等の禁止）
第１１条　乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
（使用上の制限）
第１２条　乙は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ文書により甲の承認を得なければならない。
（実地調査等）
第１３条　甲は、貸付物件について随時に実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求め、維持・使用に関し指示することができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。
（損害賠償等）
第１４条　乙は、甲が不可抗力と認める場合のほか、貸付物件を滅失し又はき損したときは、すみやかに同物件を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
（契約の解除等）
第１５条　甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
1 貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
2 乙がこの契約に違反したとき。
２　乙が前項第２号の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を甲に請求することができない。
（乙の原状回復義務）
第１６条　乙は、貸付期間が満了したとき及び第１５条第１項の規定により契約を解除されたときは、ただちに貸付物件を契約時の状態に復して返還しなければならない。ただし、第１２条の規定により同物件の現状を変更した場合にあっては、返還する状態について甲と協議し決定しなければならない。
（有益等の放棄）
第１７条　乙は、貸付期間が終了し、この契約が更新されない場合又はこの契約が解除された場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等を請求することができない。
（契約の費用）
第１８条　この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
（連帯保証人）

第１９条　丙は、貸付料の支払い等本契約に基づく一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の責めを負うものとする。

　２　前項の丙の負担は、第５条及び第６条の貸付料を極度額とする範囲内で保証するものとする。

　３　丙が死亡したとき、破産の宣告を受ける等によって著しく財産状況が悪化したとき又は法令の規定に違反して禁固以上の刑に処せられたとき（刑の執行猶予は除く。）は、乙は直ちに甲に通知するとともに、甲の承認する連帯保証人に変更しなければならない。

４　丙は、甲の承認がなければ、この保証契約を解約することはできない。

５　乙は、甲から連帯保証人の変更又は追加の要求を受けたときは、速やかに必要な手続をとらなければならない。
（疑義の決定）
第２０条　この契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
（裁判管轄）
第２１条　この契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とする。
　この契約を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印のうえ、各自その１通を保有する。
　　　令和　○年　○月　○日
　　　　　　　　　貸付人（甲）　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
　　　　　　　　　　　　　　　　広島市
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　広　島　市　長　松　井　一　實
　　　　　　　　　借受人（乙）　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　（名　称）
　　　　　　　　　連帯保証人（丙）　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　（名　称）
別　表
貸付料納付区分表
	区分
	貸付料納付額
	納付期限

	令和８年５月１日～令和８年５月31日
	〇〇〇〇円
	令和８年６月１日

	令和８年６月１日～令和８年６月30日
	〇〇〇〇円
	令和８年６月30日

	令和８年７月１日～令和８年７月31日
	〇〇〇〇円
	令和８年７月31日

	令和８年８月１日～令和８年８月31日
	〇〇〇〇円
	令和８年８月31日

	令和８年９月１日～令和８年９月30日
	〇〇〇〇円
	令和８年９月30日

	令和８年10月１日～令和８年10月31日
	〇〇〇〇円
	令和８年11月２日

	令和８年11月１日～令和８年11月30日
	〇〇〇〇円
	令和８年11月30日

	令和８年12月１日～令和８年12月31日
	〇〇〇〇円
	令和９年１月４日

	令和９年１月１日～令和９年１月31日
	〇〇〇〇円
	令和９年２月１日

	令和９年２月１日～令和９年２月28日
	〇〇〇〇円
	令和９年３月１日

	令和９年３月１日～令和９年３月31日
	〇〇〇〇円
	令和９年３月31日


別　紙

光熱水費の実費及び共益費の徴収について
１　３階事務室の電気料金については、事務室の電気メーター使用量に基づく金額を実費徴収する。
２　共益費の計算方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸付面積

　　共用部の電気料金（月額）　＝　市占有部の空調にかかる　　×　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額使用料　　　　全体市占有面積
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　貸付面積

　　水道料金（２か月分）　＝　本メーターによる２か月分使用料　×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体市占有面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貸付面積

人的警備費（月額）＝　年間契約額　×　　　　　　　　　　　　÷１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体市占有面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貸付面積

固形状一般廃棄物搬出処理費（月額）＝　年間契約額　×　　　　　　　　　　　　÷１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体市占有面積

２　納付方法

乙は、電気料金の実費及び共益費を、甲が発行する納入通知書により、納入通知書に記載する金融機関で納付すること。

３　納付期限

甲が発行する納入通知書において指定する納付期限までに納付すること。

４　遅延利息

乙は、甲の請求する上記電気料金の実費及び共益費を納付期限までに納付しないときは、当該納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該遅延した電気料金の実費及び共益費の金額につき、年３パーセントの割合で計算した遅延利息を、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
見　　積　　書

令和８年３月２４日

広　島　市　長
	
　入札者住所氏名

　　　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
　　　　　株式会社　中小
　　　　　代表取締役　広島　太朗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞




広島ミクシス・ビル貸付の見積りにおいて、私は、広島市契約規則、入札公告、入札説明書、物件別仕様書、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及びその他契約条件を承知のうえ、次のとおり見積りします。
	　
　施設名称　　広島ミクシス・ビル３階　事務室
　

	入札金額

（年額を記載）
	十
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	￥
	１
	９
	９
	９
	５
	０
	０


（注）

　１　使用印鑑届の印を押印してください。

　２　委任状を提出される場合は、代理人使用印を押印してください。

　３　見積金額の頭に￥マークを付けて記入してください。
　４　消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額（年額）を記載してください。

	課長




3F





446.462㎡





記載例





見積書提出日を記入





住所・名称・氏名等を記入





使用印鑑届の印を押印





広島


太朗





契約希望金額の年額を記入し、頭に￥マークを記入
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